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大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則 

 

  
昭和47年 7月22日 
規 則 第 6 号 

  

改正 昭和48年 1月22日規則第 1号 

昭和49年 3月 1日規則第 3号 

昭和52年 9月20日規則第 1号 

昭和53年 3月28日規則第 3号 

昭和54年 2月28日規則第 2号 

平成元年 3月 8日規則第 1号 

平成 9年 3月18日規則第 4号 

平成 9年12月26日規則第12号 

平成12年 3月27日規則第 5号 

平成15年 4月 1日規則第 3号 

平成16年 3月24日規則第 1号 

平成19年 3月29日規則第 4号 

平成22年 3月25日規則第 1号 

平成24年 8月 6日規則第 2号 

平成29年 3月24日規則第 3号 

令和 4年 3月 8日規則第 2号 

令和 4年12月28日規則第11号 

昭和49年 2月18日規則第 1号 

昭和50年 4月22日規則第 1号 

昭和53年 1月24日規則第 2号 

昭和53年10月 7日規則第 7号 

昭和63年 3月31日規則第 3号 

平成 6年12月27日規則第 5号 

平成 9年 4月15日規則第 6号 

平成11年 3月29日規則第 3号 

平成13年 3月19日規則第 4号 

平成15年 4月 1日規則第10号 

平成17年 3月28日規則第 4号 

平成21年 2月25日規則第 3号 

平成22年 3月25日規則第 2号 

平成24年 9月28日規則第 5号 

令和 2年12月28日規則第10号 

令和 4年 3月30日規則第 5号 

令和 5年 5月 8日規則第 9号 

 （目的） 

第１条 この規則は、大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４７年大川地区広

域行政振興整備事務組合条例第１１号。以下「条例」という。）に基づき、大川広域行政組合職員

の特殊勤務手当（以下「手当」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （税務事務従事手当） 

第２条 条例別表に規定する税務事務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、事務局の徴税

吏員が、大川広域行政組合滞納整理規則（昭和４６年大川地区広域行政振興整備事務組合規則第

５号）第２条に規定する関係市の長からの移管・徴収票に基づき、納税義務者及び滞納者等（以

下この条において「納税義務者等」という。）に対して直接質問、徴収及び納税交渉の事務に従事

した場合（納税義務者等を訪問して、純然たる集金事務に従事した場合を除く。） 勤務１回（大

川広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年大川地区広域行政振興整備事務

組合条例第３号）第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振られた日をい

う。以下「勤務１回」という。以下同じ。）につき ５００円 

２ 前項に規定する勤務１回につき１件以上の納税交渉等を行った場合は、全件を合計して１件と

する。 

 （社会福祉業務従事手当） 

  第３条 条例別表に規定する社会福祉業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、さざんか
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荘の職員で、次の各号に掲げる職員とする。 

   ⑴ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び訪問介護事業所の職員 

  ア 看護職員 入所者及び利用者（以下この号において「利用者」という。）の健康管理及び療

養上の世話等看護に関する業務に従事した場合 勤務１回につき ５００円（養護老人ホー

ムの看護職員にあっては、３５０円） 

  イ 生活相談員、介護職員（指定短期入所生活介護事業の介護職員を含む。）、サービス提供責

任者及び訪問介護員 利用者の入浴、排せつ、食事等の介護に関する業務に従事した場合 

勤務１回につき ５００円（養護老人ホームの生活相談員及び支援員にあっては、３５０円）   

   ⑵ 老人デイサービスセンターの職員 

  ア 看護職員 利用者の健康管理及び療養上の世話等看護に関する業務に従事した場合 勤

務１回につき ３５０円 

  イ 生活相談員及び介護職員 利用者の入浴、排せつ、食事等の介護に関する業務に従事した

場合 勤務１回につき ３５０円 

 （屍体等収容作業従事手当） 

第４条 条例別表に規定する屍体等収容作業従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、さざん

か荘の職員で、利用者の死亡に伴い、屍体の清しきその他納棺等屍体に直接接する収容作業に従

事した場合 屍体１体につき １,０００円 

２ 前項に規定する収容作業は、屍体１体につき従事する職員は３名を限度とする。 

 （深夜業務従事手当） 

第５条 条例別表に規定する深夜業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、次の各号に掲

げる職員とする。 

 ⑴ さざんか荘の職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる業務に従事した養護老人ホーム

の職員 

  ア 深夜の全部を含む勤務 勤務１回につき ６,０００円 

  イ 深夜の一部を含む勤務が２時間以上７時間未満 勤務１回につき ３,９８０円 

  ウ 深夜の一部を含む勤務が２時間未満 勤務１回につき ２,２３０円 

 ⑵ さざんか荘の職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業

務に従事した特別養護老人ホーム及び指定短期入所生活介護事業の職員 

  ア 深夜の全部を含む勤務 勤務１回につき ６,０００円 

  イ 深夜の一部を含む勤務が２時間以上７時間未満 勤務１回につき ３,９８０円 

  ウ 深夜の一部を含む勤務が２時間未満 勤務１回につき ２,２３０円 

 ⑶ 大川広域消防本部及び消防署（分署を含む。）の消防吏員で、正規の勤務時間による勤務の

一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した職員 

  ア 深夜の全部を含む勤務 勤務１回につき １,１００円 

  イ 深夜の一部を含む勤務が２時間以上７時間未満 勤務１回につき ７３０円 

  ウ 深夜の一部を含む勤務が２時間未満 勤務１回につき ４１０円 

 （消防出動業務従事手当） 

第６条 条例別表に規定する消防出動業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、大川広域
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消防本部及び消防署（分署を含む。）の消防吏員が、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以

下「消防組織法」という。）第１条に規定する消防の任務として消防法（昭和２３年法律第１８６

号。以下「消防法」という。）第６章に規定する消火の活動のほか、消防長が必要と認める消防活

動に従事した場合 １回につき ９００円 

２ 前項の規定にかかわらず、災害通報その他消防機関への通報による出場後、現場到着前に帰署

した場合の手当の額は、１回につき４５０円とする。 

 （救出救助出動業務従事手当） 

第７条 条例別表に規定する救出救助出動業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、大川

広域消防本部及び消防署（分署を含む。）の消防吏員が、消防組織法第１条に規定する消防の任

務として消防法第６章に規定する消火の活動に伴う救出救助のほか、消防長が必要と認める救出

救助活動に従事した場合 １回につき ９００円 

２ 前項の規定にかかわらず、災害通報その他消防機関への通報による出場後、現場到着前に帰署

した場合の手当の額は、１回につき４５０円とする。 

 （救急出動業務従事手当） 

第８条 条例別表に規定する救急出動業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、消防署

（分署を含む。）の消防吏員が、消防組織法第１条に規定する消防の任務として消防法第２条第

９項及び第７章の２に規定する救急業務のほか、消防長が必要と認める救急活動に従事した場合

で、次の各号に掲げる職員とする。 

 ⑴ 救急救命士法（平成３年法律第３６号）第２条第２項に規定する救急救命士が厚生労働大臣

の免許を受けて、救急救命に関する処置に従事した場合 １回につき ３５０円 

 ⑵ 前号に規定する免許を有しないものが、救急に関する処置に従事した場合 １回につき ２

５０円 

２ 前項各号の規定にかかわらず、災害通報その他消防機関への通報による出場後、現場到着前に

帰署した場合の手当の額は、前項第１号の場合は１回につき１７５円、前項第２号の場合は１回

につき１２５円とする。 

 （火災調査業務従事手当） 

第９条 条例別表に規定する火災調査業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、大川広域

消防本部及び消防署（分署を含む。）の消防吏員が、消防組織法第１条に規定する消防の任務と

して消防法第７章に規定する火災の調査として火災原因等の調査のほか、消防長が必要と認める

調査等に従事した場合 １回につき ３００円 

 （通信業務従事手当） 

第１０条 条例別表に規定する通信業務従事手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、大川広域消

防本部の消防吏員が、消防組織法第１条に規定する消防の任務として電波法（昭和２５年法律第

１３１号）第２条第６号に規定する無線従事者として、電波法施行規則（昭和２５年電波監理委

員会規則第１４号。以下この条において「施行規則」という。）第４条第１項第６号の基地局にお

いて、施行規則第２条第１項第１５号の無線通信業務のほか、消防長が必要と認める無線通信業

務に従事した場合 勤務１回につき ３００円 

 （手当の計算及び支給日） 

第１１条 手当の計算期間は、月の１日から末日までとする。 
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２ 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、

又は死亡したときは、その際支給する。 

３ 勤務１回（第２条及び第５条に規定する勤務１回を除く。）をもって定める額は、従事日にお

いて休憩時間を除き正規の勤務時間が４時間以上（４時間未満の場合は、勤務１回をもって定め

る額に１００分の５０を乗じた額）の業務に従事した場合とする。ただし、第１０条に規定する

従事日にあっては休憩時間を除き勤務時間が７時間４５分以上（１時間を超え７時間４５分未満

の場合は、勤務１回をもって定める額に１００分の５０を乗じた額を、勤務時間が１時間以下の

場合は５０円とする。）の業務に従事した場合とする。 

 （従事手当用実績簿） 

第１２条 事務局次長、さざんか荘園長並びに大川広域消防本部の組織に関する規則（平成５年大

川地区広域行政振興整備事務組合規則第１号）第２条に規定する課長、消防署長及び消防分署長

は、当該職員のその月の実績について、従事手当用実績簿を調整し、翌月の５日までに任命権者

に提出しなければならない。 

２ 従事手当用実績簿は、次のとおりとする。 

 ⑴ 税務事務従事手当用実績簿（様式第１号） 

⑵ 社会福祉業務従事手当用実績簿（様式第２号） 

 ⑶ 屍体等収容作業従事手当用実績簿（様式第３号） 

 ⑷ 深夜業務従事手当用実績簿（様式第４号） 

 ⑸ 消防出動業務従事手当用実績簿（様式第５号） 

 ⑹ 救出救助出動業務従事手当用実績簿（様式第６号） 

⑺ 救急出動業務従事手当用実績簿（様式第７号） 

 ⑻ 火災調査業務従事手当用実績簿（様式第８号） 

 ⑼ 通信業務従事手当用実績簿（様式第９号） 

 （不正利得の徴収） 

第１３条 偽りの報告その他不正の手段により手当の支給を受けた職員があるときは、管理者は、

支給額に相当する金額の全部又は一部をその職員（消防長にあっては、その消防吏員）から徴収

することができる。 

（併給禁止） 

第１４条 勤務１回をもって支給する手当（第５条各号の手当を除く。）のうち、本務以外の事務

又は業務のいずれかを兼務した場合若しくは管理者において不適当と認めたときは、手当の併給

は行わない。 

 （支給の範囲） 

第１５条 臨時職員及び嘱託職員に支給する手当については、別に定める。 

 （その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和４７年８月１日から適用する。 

２ 特殊勤務手当に関する規則（昭和４６年大川地区広域行政振興整備事務組合規則第３号）は、

廃止する。 
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 （特別養護老人ホーム、訪問介護事業所及び老人デイサービスセンターの業務に従事する職員の

特殊勤務手当の支給財源に関する特例） 

３ 当分の間、特別養護老人ホーム、訪問介護事業所及び老人デイサービスセンターの業務に従事

する職員の特殊勤務手当の一部は、その支給財源を、介護職員処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算をもって充てものとする。 

   附 則（昭和４８年１月２２日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和４８年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和４９年２月１８日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４９年３月１日規則第３号） 

 この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５０年４月２２日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５２年９月２０日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５３年１月２４日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和５３年３月２８日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５３年１０月７日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年１０月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年２月２８日規則第２号） 

 この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６３年３月３１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和６３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成元年３月８日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

   附 則（平成６年１２月２７日規則第５号） 

 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年３月１８日規則第４号） 

 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年４月１５日規則第６号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成９年１２月２６日規則第１２号） 

 この規則は、平成１０年１月１日から施行する。ただし、第３条及び第５条の改正規定は、平成

１０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１１年３月２９日規則第３号） 

 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年３月２７日規則第５号） 
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 この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年３月１９日規則第４号） 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月１日規則第３号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月１日規則第１０号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月２４日規則第１号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月２８日規則第４号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月２９日規則第４号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月２５日規則第３号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第４条中「公益法人等派遣職員」を

「公益的法人等派遣職員」に改める改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の附則第３項の規定により作成した様式で、現に

残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（平成２２年３月２５日規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の大川広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則様式第３

号その１及び様式第３号その２並びに第３条の規定による改正前の大川広域行政組合職員の特

殊勤務手当に関する規則様式第９号及び第４条の規定による改正前の大川広域行政組合職員の

育児休業等に関する規則様式第５号に定める様式で、現に残存するものは、必要な修正を加えた

上で、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（平成２２年３月２５日規則第２号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （様式に係る経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１条から第４条、第６条、第１０条及び第１

１条、第１３条、第１７条及び第１８条、第２１条及び第２２条、第２４条並びに第２６条の規

則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間

使用することができる。 

   附 則（平成２４年８月６日規則第２号） 抄 

 （施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条並びに第３条の規定による改正後の大川

広域行政組合さざんか荘管理規則第３条の３第７号、第４条第１８号及び第１９号の改正規定は、

平成２４年１０月１日から施行する。 

 （様式に係る経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１条の規定により作成した様式で、現に残存

するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（平成２４年９月２８日規則第５号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大川広域行政組合さざんか荘管理規則

別表第１、附則第４項及び第５項の改正規定は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２４日規則第３号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年１２月２８日規則第１０号） 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則（以下「改正後の

規則」という。）附則第３項から第５項までの規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

３ この規則による改正前の大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則の様式で、既に作

成済みの社会福祉業務従事手当用実績簿及び救急出動業務従事手当用実績簿（以下「実績簿」と

いう。）は、この規則による改正後の規則の様式として作成したものとみなす。 

 （実績簿の調整） 

４ この規則の施行の際、現に新型コロナウイルス感染症に関係する業務に従事した職員がある場

合は、従事職員が従事したことを確認するに足りる書類に基づき各月の実績簿を調整し、改正後

の規則の様式において所属長の確認を経て任命権者に提出することによって、手当の支給を受け

ることができる。 

   附 則（令和４年３月８日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第２条の規定により作成した実績簿で、現に残

存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（令和４年３月３０日規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 （関係規定の適用） 

２ この規則による改正後の第２条附則第３項第１号の規定は、令和３年２月１３日から適用する。 

   附 則（令和４年１２月２８日規則第１１号） 抄 

 （施行期日等） 
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１ この規則は、令和４年１２月２８日から施行する。ただし、第３条の規定は、令和５年４月１

日から施行する。 

 （関係規定の適用） 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

 ⑴ 第１条による改正後の大川広域行政組合職員の給与に関する規則（以下「改正後の給与規則」

という。）第２７条の２第２号及び第３条による改正後の大川広域行政組合職員の特殊勤務手

当に関する規則（以下「改正後の特殊勤務手当規則」という。）第５条第１号アからウの規定 

令和４年４月１日 

 ⑵ 改正後の特殊勤務手当規則附則第６項及び第４条による改正後の大川広域行政組合会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則附則第３項の規定 令和４年１０月１日 

 （深夜業務従事手当の内払） 

４ 改正後の特殊勤務手当規則給与規則第５条第１号アからウの規定を適用する場合においては、

改正前の大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則第５条第１号アからウの規定に基

づいて支給された深夜業務従事手当にあっては、改正後の特殊勤務手当規則第５条第１号アから

ウの規定による深夜業務従事手当の内払とみなす。 

   附 則（令和５年５月８日規則第９号） 

 この規則は、令和５年５月８日から施行する。 
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様式第１号（第１２条第２項第１号関係） 

任命権者   
所  属               

職員番号               

従事職員氏名             
   

 

税務事務従事手当用実績簿 

№                                     （   年  月分） 

勤務日 従事時間 訪問地・納税交渉内容等 
従事 

職員印 

確認印 

事務局次長 担 当 

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

日 
自  時  分 

至  時  分 
    

 
合計勤務日数 

日  

備考 

 １ 「訪問地・納税交渉内容等」欄は、勤務日に複数の交渉実績がある場合には同一欄に全ての事項につ

いて簡潔に記入し、月末において従事職員が集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ２ 事務局次長は、その月の集計のとき、参考となる証拠書類等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ３ 実績簿は、翌月の５日までに任命権者に提出すること。 
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様式第２号（第１２条第２項第２号関係） 

任命権者  
確認印 

さざんか荘園長 担当 
 
 
 
 

   

社会福祉業務従事手当用実績簿 
 

所属     №                                                   （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
勤務 
回数 

                               ○ △ 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

合  計  欄    

備考 

 １ 「所属」は、養護老人ホームの職員については「養護」を、特別養護老人ホームの職員については「特別養護」を、指定短期入所生活介護事業の職員
については「特養短期」を、老人デイサービスセンターの職員については「老人デイ」を、訪問介護事業所の職員については「訪問介護」をそれぞれ
記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日について○印（４時間未満の業務に従事した場合は△印）を記入し、月末において従事職員が
集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ３ さざんか荘園長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 
 ４ 実績簿は、翌月の５日までに任命権者に提出すること。 
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様式第３号（第１２条第２項第３号関係） 

任命権者   

所  属               
   

 

屍体等収容作業従事手当用実績簿 

№                                     （   年  月分） 

勤務日 

職
員
番
号 

従事職員氏名 死亡者名 入所の種類 業務内容 
従事 

職員印 

確認印 

さざんか荘園長 担 当 

日 

  

   

 

     

   

日 

  

   

 

     

   

日 

  

   

 

     

   

日 

  

   

 

     

   

 集 計 

従事職員氏名 収容作業回数 

 回 

 回 

 回 

 回 

備考 

 １ 「所属」は、当該従事職員の勤務の別として養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを記入するこ

と。 

 ２ 「入所の種類」欄は、養護老人ホーム、養護老人ホーム老人短期入所事業、特別養護老人ホーム及び

指定短期入所生活介護事業の利用の別を記入し、月末において従事職員が集計の上従事職員欄に押印

すること。 

 ３ 屍体等収容作業は、死亡者１体につき従事職員を３名までとすること。 

 ４ さざんか荘園長は、その月の集計のとき、参考となる日誌等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ５ 実績簿は、翌月の５日までに任命権者に提出すること。 
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様式第４号（第１２条第２項第４号関係 管理者の機関用） 

任命権者  
確認印 

さざんか荘園長 担当 
 
 
 
 

   

深夜業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 勤務回数 

                               Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

合  計  欄     

備考  

 １ 「所属」は、養護老人ホームの職員については「養護」を、特別養護老人ホームの職員については「特別養護」を、指定短期入所生活介護事業の職

員については「特養短期」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において深夜の全部（午後１０時から翌日の午前５時までの間）を含む勤務をした場合はⒶ

を、深夜の一部を含む勤務が２時間以上７時間未満の場合はⒷを、深夜の一部を含む勤務が２時間に満たない場合はⒸを記入し、従事職員がそれぞれ

の勤務回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ３ さざんか荘園長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ４ 実績簿は、翌月の５日までに任命権者に提出すること。 
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様式第４号（第１２条第２項第４号関係 消防の機関用） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

署 長 分署長 担当 
 
 
 
 

    

深夜業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

勤
務
の
別 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 勤務回数 

                               Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

合  計  欄     

備考 

 １ 「勤務の別」欄は、毎日勤務職員については「毎」を、交替制勤務職員については「交」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 「所属」は、大川広域消防本部の職員は「本」を、大川広域東消防署の職員は「東」を、大川広域西消防署の職員は「西」を、大川広域東消防署白

鳥分署の職員は「白」を、大川広域西消防署寒川分署の職員は「寒」をそれぞれ記入すること。 

 ３ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において深夜の全部（午後１０時から翌日の午前５時までの間）を含む勤務をした場合はⒶ

を、深夜の一部を含む勤務が２時間以上７時間未満の場合はⒷを、深夜の一部を含む勤務が２時間に満たない場合はⒸを記入し、従事職員がそれぞれ

の勤務回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ４ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ５ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 
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様式第５号（第１２条第２項第５号関係） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

署 長 分署長 担当 
 
 
 
 

    

消防出動業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 
回数                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

合  計  欄 
 

 
 

備考 

 １ 「所属」は、大川広域東消防署の職員は「東」を、大川広域西消防署の職員は「西」を、大川広域東消防署白鳥分署の職員は「白」を、大川広域西

消防署寒川分署の職員は「寒」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において火災その他の災害に出場し消防活動業務に従事した回数を上段に（現場到着前に帰

署した場合は下段に）記入し、従事職員がそれぞれの回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ３ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ４ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 
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様式第６号（第１２条第２項第６号関係） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

署 長 分署長 担当 
 
 
 
 

    

救出救助出動業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 
回数                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

  
                                

 
                                

合  計  欄 
 

 
 

備考 

 １ 「所属」は、大川広域東消防署の職員は「東」を、大川広域西消防署の職員は「西」を、大川広域東消防署白鳥分署の職員は「白」を、大川広域西

消防署寒川分署の職員は「寒」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において火災その他の災害に出場し救出救助業務に従事した回数を上段に（現場到着前に帰

署した場合は下段に）記入し、従事職員がそれぞれの回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ３ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ４ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 

 



大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則 

 

- 16 - 

 

様式第７号（第１２条第２項第７号関係） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

署 長 分署長 担当 
 
 
 
 

    

救急出動業務従事手当用実績簿 
 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 
回数                                

   
                                

 
                                

   
                                

 
                                

   
                                

 
                                

   
                                

 
                                

   
                                

 
                                

   
                                

 
                                

合  計  欄 
 

 
 

備考 
 １ 「所属」は、大川広域東消防署の職員は「東」を、大川広域西消防署の職員は「西」を、大川広域東消防署白鳥分署の職員は「白」を、大川広域西

消防署寒川分署の職員は「寒」をそれぞれ記入すること。 
 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において救急事故等に出場し救急業務に従事した回数を上段に（現場到着前に帰署した場合

は下段に）記入し、従事職員がそれぞれの回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 
 ３ 救急救命士の資格を有する者は、「従事職員」欄に、「救」を冠すること。 
 ４ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 
 ５ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 

  



大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則 

 

- 17 - 

 

様式第８号（第１２条第２項第８号関係） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

課長(署長) 分署長 担当 
 
 
 
 

    

火災調査業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 
回数                                

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

合  計  欄   

備考 

 １ 「所属」は、大川広域消防本部の職員は「本」を、大川広域東消防署の職員は「東」を、大川広域西消防署の職員は「西」を、大川広域東消防署白

鳥分署の職員は「白」を、大川広域西消防署寒川分署の職員は「寒」をそれぞれ記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において火災現場等に立ち入り、火災原因等の調査業務に従事した回数を記入し、従事職員

がそれぞれの回数を月末において集計の上従事職員欄に押印すること。 

 ３ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ４ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 

 



大川広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則 

 

- 18 - 

 

様式第９号（第１２条第２項第９号関係） 

任命権者 消防次長 
確 認 印 

課長(署長)  担当 
 
 
 
 

    

通信業務従事手当用実績簿 

所属     №                                                  （   年   月分） 

職
員
番
号 

従事職員氏名 

勤務に従事した日 
従事
職員
印 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 勤務回数 

                               Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

合  計  欄     

備考 

 １ 「所属」は、情報指令課の職員は「情」を、東消防署の職員は「東」を記入すること。 

 ２ 「勤務に従事した日」欄は、勤務時間が割り振られた日において通信施設により災害通報の受付及び出場指令等の通信業務に７時間４５分以上勤務

をした場合はⒶを、１時間を超え７時間４５分未満勤務した場合はⒷを、１時間以下の場合はⒸを記入し、従事職員が月末において集計の上従事職員

欄に押印すること。 

 ３ 所属長は、その月の集計のとき、勤務計画表、タイムカード及び休暇簿等を点検した後確認印欄に押印すること。 

 ４ 実績簿は、翌月の５日までに所属長より任命権者に提出すること。 
 


